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１．届出制度の目的 

播磨町では、播磨町都市計画マスタープラン（立地適正化計画）（以下、「本計画」といいま

す。）を令和８年4月１日に公表しました。 

本計画では、生活利便性を維持するため居住を誘導する「居住誘導区域」、医療・福祉・商業

などの都市機能を集約・誘導する「都市機能誘導区域」及び都市機能誘導区域内に立地・誘導

する「都市機能誘導施設」を設定しています。 

これに伴い、令和８年4月１日以降、一定規模以上の住宅の開発または建築等行為を居住誘

導区域外で行おうとする場合や、誘導施設を有する建築物に関する開発または建築等行為を

当該施設が設定されている都市機能誘導区域外で行おうとする場合は、都市再生特別措置

法（平成14年法律第22号。以下「法」といいます。）第88条第1項及び第108条第1項に基づ

き、その行為に着手する日の30日前までに町長への届出が必要です。 

また、都市機能誘導区域内で、当該都市機能誘導区域に設定されている誘導施設を休止ま

たは廃止しようとする場合は、法第108条の2第1項に基づき、休止または廃止をする日の

30日前までに町長への届出が必要です。 

この届出制度は、町が居住誘導区域外における住宅開発や都市機能誘導区域外における

誘導施設の整備等を事前に把握し、必要に応じて調整等の機会を確保するためのものです。 

 

２．届出の流れ 

開発許可申請・建築確認申請又は施設の休止・廃止手続までに、本計画に基づく各誘導区

域の位置を確認し、届出が必要となるか確認してください。 

届出が必要となる場合は、行為に着手する日から30日前までに届出手続を行ってくださ

い。(届出内容を変更する場合も変更に係る行為に着手する30日前までに届出が必要で

す。) 

なお、届出は開発許可申請や建築確認申請に先行して提出をお願いします。 

＊開発許可申請を予定されている場合は、播磨町開発指導要綱（平成26年要綱第30号） 

の第4条に規定する事前協議時点での提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

  

開発行為・建築等行為、誘導施設の休止または廃止の計画 

居住誘導区域・都市機能誘導区域の確認 
（届出の要否確認） 

届出書（様式、添付図書）の提出 

開発許可申請、建築確認申請、誘導施設の休廃止等の手続き 

開発行為、建築等行為の着手、誘導施設の休止または廃止 

届出必要 届出不要 

※着手の 30 日前
までに届出が必
要です。 
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３．届出が必要な行為 

令和８年４月１日以降に、以下に示す行為を行う場合は、行為に着手する日の30日前まで

に、町長への届出が必要となります。 

 

（１）建築等の届出 

対象 

用途 
対象区域 

対象行為 

開発行為 建築等行為 

住
宅 

居住誘導

区域外 

• 3戸以上の住宅の建築目的の

開発行為 

• １戸又は２戸の住宅の建築目的

の 開 発 行 為 で 、 そ の 規 模 が

1,000㎡以上のもの 

• 3戸以上の住宅を新築しようと

する場合 

• 建築物を改築し、又は建築物の

用途を変更して3戸以上の住宅

等とする場合 

誘
導
施
設
＊ 

都市機能

誘導区域

外 

• 誘導施設を有する建築物の建

築目的の開発行為 

• 都市機能誘導施設を有する建築

物を新築しようとする場合 

• 建築物を改築し、都市機能誘導

施設を有する建築物とする場合 

• 建築物の用途を変更し、都市機

能誘導施設を有する建築物とす

る場合 

（２）休廃止の届出 

対象 

用途 
対象区域 

対象行為 

休止または廃止 

誘
導
施
設
＊ 

都市機能 

誘導区域

内 

• 誘導施設を休止または廃止する場合 

 （休止・廃止する施設が誘導施設として定められている都市機能誘導

区域） 

 

＊誘導施設に関する届出は、各誘導区域で届出対象となる施設が異なりますので、詳細は

「５．都市機能誘導区域に関する届出手続き」(P5～P8)にてご確認ください。  
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４．居住誘導区域に関する届出手続き 

居住誘導区域外において、以下に示す行為を行う場合は、行為に着手する日の30日前ま

でに、町長への届出が必要となります。 

 

届出が必要となる行為及び区域 

届出が必要となる区域 

届出が必要となる行為 

 

居住 

誘導 

区域 

居住 

誘導 

区域外 

都市 

機能 

誘導 

区域 

開発行為 

（法第 88 条

第１項） 

• 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

• １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行

為で、その規模が1,000㎡以上のもの 

不要 不要 必要 

建築等行為 

（法第 88 条

第１項） 

• 3戸以上の住宅を新築しようとする場合 

• 建築物を改築し、又は建築物の用途を変

更して3戸以上の住宅等とする場合 

不要 不要 必要 

 

居住誘導区域外での建築等の届出対象イメージ 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

着
手
す
る
日
の
３
０
日
前
ま
で
に
、
町
長
へ
の
届
け
出
が
必
要 
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居住誘導区域 

 
居住誘導区域の境界は用途地域界となっています。詳細は都市計画図でご確認ください。 
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５．都市機能誘導区域に関する届出手続き 

誘導施設について、都市機能誘導区域外で開発、建築等の行為を行う場には、行為に着手

する日の30日前までに、町長への届出が必要となります。 

また、都市機能誘導区域内であっても、他の都市機能誘導区域にのみ位置づけられている

誘導施設の開発、建築等の行為を行う場合、誘導施設の休止または廃止しようとする場合は

届出が必要になります。 

 

誘導施設の開発・建築等、休廃止を行う場合に届出が必要となる行為及び区域 

届出が必要となる区域 

届出が必要となる行為 

 
居住 

誘導 

区域 

居住 

誘導 

区域外 

都市 

機能 

誘導 

区域 

開発行為 

（法第 108 条

第１項） 

• 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発

行為 
不要 必要 必要 

建築等行為 

（法第 108 条

第１項） 

• 誘導施設を有する建築物を新築しようとする

場合 

• 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物と

する場合 

• 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建

築物とする場合 

不要 必要 必要 

休止・廃止 

（法第 108 条

の 2 第 1 項） 

• 誘導施設を休止または廃止する場合 必要 不要 不要 
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都市機能誘導区域 

①くらしと交流の拠点周辺（播磨町駅周辺）エリア都市機能誘導区域位置図 

 

  

都市機能誘導区域 
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②にぎわいの拠点周辺（土山駅周辺）エリア都市機能誘導区域 

 

  

都市機能誘導区域 
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誘導施設 

分野 施設 

くらしと交流の 

拠点周辺エリア 

（播磨町駅周辺） 

にぎわいの 

拠点周辺エリア 

（土山駅周辺） 

備考 

（各誘導施設の定義等） 

医療 病院  ● 医療法第１条の５ 

商業 商業施設  ● 
延床2,000㎡以上の

商業施設 

福祉・

保健 

総合福祉センター ●  
播磨町総合福祉センタ

ーの設置及び管理に

関する条例 

地域包括支援センター ●  介護保険法 115 条の

46 

福祉しあわせセンター

（社会福祉協議会） 
●  

播磨町福祉しあわせセ

ンターの設置及び管理

に関する条例 

健康いきいきセンター ●  

播磨町健康いきいきセ

ンターの設置及び管理

に関する条例 

教育・ 

文化 

図書館 ●  図書館法第２条 

中央公民館※ ●  播磨町立公民館の設置

及び管理に関する条例 

行政 役場 ●  地方自治法第４条第１

項 

※各コミュニティセンターは除く 
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６．届出書類について 

届出を行う際は、各行為に着手する30日前までに、以下の書類を正・副2部、播磨町役場

都市計画課に提出してください。 

書類受領後、内容確認を行った上で、後日副本を返却させていただきます。 

 

【開発行為の場合】 

○届出書（居住誘導区域に関して：様式第 1号、都市機能誘導区域に関して：様式第4号） 

○添付図書 

1）当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示

する図面 

縮尺 1,000 分の 1 以上 

2）設計図 

縮尺 100 分の 1 以上 

3）その他参考となる事項を記載した図書 

 

【建築等行為の場合】 

○届出書（居住誘導区域に関して：様式第2号、都市機能誘導区域に関して：様式第5号） 

○添付図書 

1）敷地内における建築物の位置を表示する図面 

縮尺 100 分の 1 以上 

2）建築物の 2 面以上の立面図及び各階平面図 

縮尺 50 分の 1 以上 

3）その他参考となる事項を記載した図書（位置図など） 

 

【上記 2 つの届出内容を変更する場合】 

○届出書（居住誘導区域に関して：様式第3号、都市機能誘導区域に関して：様式第6号） 

○添付図書 上記のそれぞれの場合と同様 

 

【誘導施設の休止または廃止行為の場合】 

○届出書（様式第7号） 

○添付図書 

1）当該誘導施設及び当該施設の周辺の公共施設を表示する図面 

縮尺 1,000 分の 1 以上 

2）その他参考となる事項を記載した図書 

 

※ 届出手続きを代理人に委任する場合は「委任状」を添付してください（任意書式） 
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７．届出制度の留意事項 

 

（１）罰則等 

届出をしないで、又は虚偽の届出をして、届出の必要な行為を行った場合、都市再生特別措 

置法第 130 条に基づき、30 万円以下の罰金に処される場合があります。  

 

（２）その他 

届出義務に関する規定は、宅地建物取引業法第 35 条に基づく重要事項説明の対象です。 

（対象：都市再生特別措置法第 88 条第１項及び第２項並びに第 108 条第１項及び第２項） 
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参考 届出に関する Q＆A 

Q1 
届出対象となる「住宅」とはどういうものですか？ 

サービス付高齢者住宅や社宅についても「住宅」に該当しますか？ 

A1 

「住宅」とは戸建住宅、長屋、共同住宅、兼用住宅を指します。（詳細は建築基準

法における住宅の取り扱いを参考にしてください。） 

また、実態に応じて「共同住宅」に該当すると判断されるものは「住宅」として取

り扱います。 

 

Q2 戸建住宅の場合で届出対象となるのはどのような場合ですか？ 

A2 

同じ建築主が、同時期に、隣接しあう土地に 3 戸以上の住宅（建売住宅等）を建

築する場合には届出が必要となる場合があります。届出の必要性の有無につい

ては事前に都市計画課にご相談ください。 

 

Q3 
既存建築物が 3 戸以上の住宅で、それを改築し 3 戸以上の住宅とした場合、届

出は必要となりますか？ 

A3 
改築や用途の変更をした後の建築物が 3 戸以上の住宅であれば届出対象とな

ります。 

 

Q4 
開発行為時に届出を行った場合であっても、建築等行為時に届出が必要となり

ますか？ 

A4 

開発行為、建築等行為のそれぞれについて届出が必要となります。 

「開発行為」とは、都市計画法第４条第 12 項に規定する主として建築物の建

築又は工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことで

す。 

「建築等行為」とは、建築基準法第２条第１3 号に規定する「建築物」の新築、改

築又は用途の変更をすることです 

 

Q5 仮設建築物でも届出は必要となりますか？ 

A5 

仮設建築物については届出不要です。期間限定の催し等において一時的に誘導

施設の用途となる場合も対象となりません。また、仮設のための開発行為につい

ても同様です。 

 

Q6 
誘導施設に位置付けられていない施設を建築する場合、届出は必要となります

か？ 

A6 届出は不要です。 
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Q7 
1 つの建築物で、複数の誘導施設を含む建築物を建築する場合、届出はそれぞ

れの誘導施設ごとに必要となりますか？ 

A7 

複数の誘導施設が 1 つの建築物に含まれている場合、届出は 1 度で構いませ

ん。但し、届出書の建築物の用途欄には届出対象となる全ての誘導施設名を記

載するようにしてください。 

 

Q8 
居住誘導区域、都市機能誘導区域や誘導施設は、今後、変更されることはありま

すか？  

A8 

今回公表している内容は令和８年４月１日時点のものです。 

立地適正化計画は、概ね５年ごとに評価を行い、必要に応じて見直しを行いま

す。見直しに伴って、誘導区域や誘導施設が変更になることがあります。誘導区

域や誘導施設を変更した場合は、ホームページ、広報などで周知します。 

 

Q9 届出に関する罰則等はありますか？ 

A9 

届出をしない場合、又は虚偽の届出をして開発行為等を行った場合、都市再生

特別措置法第 130 条に基づき罰金に処せられる場合や、都市再生特別措置法

第 88 条又は第 108 条に基づき勧告を行う場合があります。 
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様式第 1 号 

 

開発行為届出書 

 

 

都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により届け

出ます。 

 

  年   月   日 

 

播磨町長 様 

 

届出者 

住  所 

 

氏  名 

 

電  話    (   ) 

 

開 

発 

行 

為 

の 

概 

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

  （地名地番） 
 

２ 開発区域の面積 平方メートル 

３ 住宅等の用途  

４ 工事の着手予定年月日 年   月   日 

５ 工事の完了予定年月日 年   月   日 

６ その他必要な事項 

住宅戸数       戸 

【担当者連絡先】 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

1）当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（縮尺1,000分の1以上） 

2）設計図 （縮尺100分の1以上） 

3）その他参考となる事項を記載した図書 
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様式第 2 号 

 

住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 

 

 

都市再生特別措置法第 88 条第 1 項の規定に基づき、 

 

□住宅等の新築 

□建築物を改築して住宅とする行為 

□建築物の用途を変更して住宅とする行為 

 

 

  年   月   日 

 

播磨町長 様 

 

届出者 

住  所 

 

氏  名 

 

電  話    (   ) 

 

１ 住宅等を新築しようとする土

地又は改築若しくは用途の変

更をしようとする建築物の存

する土地の所在、地番、地目及

び面積 

所在・地番 ： 

 

地目 ：  

 

面積 ：       平方メートル 

２ 新築しようとする住宅等又は

改築若しくは用途の変更後の

住宅等の用途 

 

３ 改築又は用途の変更をしよう

とする場合は既存の建築物の

用途 

 

４ その他必要な事項 

行為の着手予定年月日：  年  月  日 

行為の完了予定年月日：  年  月  日 

【担当者連絡先】 

 

 
注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付書類） 

1）敷地内における建築物の位置を表示する図面 （縮尺100分の1以上） 

2）建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 （縮尺50分の1以上） 

3）その他参考となる事項を記載した図書 （位置図など）様式第 3 号  

について下記により届け出ます。 
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行為の変更届出書 

年   月   日 

播磨町長 様 

 

届出者 

住  所 

 

氏  名 

 

電  話    (   ) 

 

都市再生特別措置法第88条第2項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出

ます。 

記 

 

１ 当初の届出年月日                年  月  日 

 

２ 変更の内容 

変更する事項 変更前 変更後 

   

   

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日       年  月  日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日       年  月  日 
 

 

注  １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 ２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

従前の届出の添付図書から変更する図書 

 

【担当者連絡先】 
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様式第 4 号 

 

開発行為届出書 

 

 

都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、開発行為について、下記により届

け出ます。 

 

  年   月   日 

 

播磨町長 様 

 

届出者 

住  所 

 

氏  名 

 

電  話    (   ) 

 

開 

発 

行 

為 

の 

概 

要 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 

  （地名地番） 
 

２ 開発区域の面積 平方メートル 

３ 建築物の用途  

４ 工事の着手予定年月日 年   月   日 

５ 工事の完了予定年月日 年   月   日 

６ その他必要な事項 
【担当者連絡先】 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

1）当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面 

（縮尺1,000分の1以上） 

2）設計図 （縮尺100分の1以上） 

3）その他参考となる事項を記載した図書 
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様式第 5 号 

 

誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する 

建築物とする行為の届出書 

 

都市再生特別措置法第 108 条第 1 項の規定に基づき、 

 

□誘導施設を有する建築物の新築 

□建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 

□建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 

 

 

  年   月   日 

 

播磨町長 様 

 

届出者 

住  所 

 

氏  名 

 

電  話    (   ) 

１ 建築物を新築しようとする土

地又は改築若しくは用途の変

更をしようとする建築物の存

する土地の所在、地番、地目及

び面積 

所在・地番 ：  

 

地目 ：  

 

面積 ：       平方メートル 

２ 新築しようとする建築物又は

改築若しくは用途の変更後の

建築物の用途 

 

３ 改築又は用途の変更をしよう

とする場合は既存の建築物の

用途 

 

４ その他必要な事項 

行為の着手予定年月日：  年  月  日 

行為の完了予定年月日：  年  月  日 

【担当者連絡先】 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 

（添付書類） 

1）敷地内における建築物の位置を表示する図面 （縮尺100分の1以上） 

2）建築物の2面以上の立面図及び各階平面図 （縮尺50分の1以上） 

3）その他参考となる事項を記載した図書 （位置図など） 

について下記により 

届け出ます。 
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様式第 6 号 

 

行為の変更届出書 

年   月   日 

播磨町長 様 

 

届出者 

住  所 

 

氏  名 

 

電  話    (   ) 

 

都市再生特別措置法第108条第2項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け

出ます。 

記 

 

１ 当初の届出年月日                年  月  日 

 

２ 変更の内容 

変更する事項 変更前 変更後 

   

   

 

３ 変更部分に係る行為の着手予定日       年  月  日 

 

４ 変更部分に係る行為の完了予定日       年  月  日 
 

 

注  １ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 ２ 変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

従前の届出の添付図書から変更する図書 

 

【担当者連絡先】 
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様式第 7 号 

 

誘導施設の休廃止届出書 

年   月   日 

播磨町長 様 

 

届出者 

住  所 

 

氏  名 

 

電  話    (   ) 

 

都市再生特別措置法第 108 条の 2 第 1 項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）について、下記に

より届け出ます。 

記 

１ 休止（廃止）しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地 

名 称： 

用 途： 

所在地： 

 

２ 休止（廃止）しようとする年月日 年   月   日 

３ 休止しようとする場合にあっては、その期間 

 

 

４ 休止（廃止）に伴う措置  

（１）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される当該建築物の

用途 

 

 

 

（２）休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物の存置に関す

る事項 

 

 

 

注１ 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ ４（２）欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必要な管理その他の事項につい

て、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期その他の事項について記入

すること
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